
フラット35 手数料改定(令和5年4月1日)について

省エネルギー性に関する審査の義務化により手数料を改定致します。
具体的には、以下の内容となります。

・設計検査の通常手数料に省エネルギー性の手数料を含みます。
※認定書等による場合は、手数料を減額します。

・竣工現場検査の手数料を見直します。

また、以下のいずれかの場合は旧基準での審査とし、手数料を旧手数
料とします。(中間現場検査、竣工現場検査共)

① 設計検査を令和5年3月31日までに申請されている場合
② 設計検査を省略する場合で、⾧期優良住宅の技術的審査または

設計住宅性能評価の申請を令和5年3月31日までに行った場合
③ 確認済証の交付を令和5年3月31日までに受けている場合

※各申請書右下に記載されている年月を基に手数料の新旧を判断致します。
お間違えないようにお願いします。

（一財）愛知県建築住宅センター

◆ フラット３５通常手数料　一戸建て住宅等の場合　(同時申請)

中間検査あり 中間検査なし

33,000 13,200 14,300 60,500 47,300

39,600 27,500

省令準耐火構造 16,500

上記以外 14,300

6,600

◆ フラット３５Ｓの加算手数料
耐震性 省エネルギー性 耐久性・可変性 バリアフリー性

設計検査 13,200 加算無し 2,640 13,200

設計・中間省略
16,500

14,300

竣工現場検査省略 6,600

通常手続き

竣工済特例 67,100

新手数料　算定例

設計検査 中間現場検査 竣工現場検査
合計



 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


